
10.2 スター ト・ ラインは、スターボー ドの端 となる運営艇の 「オ レンジ色旗」を掲げたポ

ールまたはマ ス トと、ポー トの端にあるスター ト・マークのコース側 との間 とする。

10.3 スター ト信号の 5分以降にスター トする艇は審間無 しにDNSと 記録 される。 これは

競技規則 A4を変更 している。

10.4 第 2レースを実施する際には、予告信号を掲揚する4分以前に音響 1声 とともにオ レン

ジ旗を掲揚する。

11.コ ースの次の レグの変更

スター ト後のマー クの位置変更は行わない。 これは競技規則 33を変更 している。

12.フ ィニッシユ

フイニ ツシユ・ラインは、スターボー ドの端 となる運営艇の 「オ レンジ色旗」を掲げたポールま

たはマス トと、ポー トの端にあるフィニッシユ・マークのコース側の間とする。

13.タ イム リミッ ト

スター トして競技規則 28.1に 従つてコースを帆走 ヒ/た先頭艇フィニッシユ後 30分以内にフ

ィニッシュ しない艇は、審間なしに DNFと 記録 される。こオ1ノ は競技規則 35及び A4、 A5を変

更 している。

14.ペ ナルティ

競技規則第 2章の規貝り違反に対するペナルティの履行は競技規則 44.1、 44.2を 摘要する。

15.抗 議

15.1 抗議は陸上本部に備え付けの用紙を用い、最終 レース終了後 60分以内に陸上本部に

提出されなければならない。

15.2 審間は抗議書の受付順にプロテス ト委員会において行い、本人以外の出席は認めない。

15.3 抗議の手数料は 3, 000円 とし、不成立の場合は返金 しない。

16.得 点

16.1 本大会は最大 2レースが予定 され、 1レースの完了を t)つ て成立する。

16.2 レース委員会が決定 したびわ湖ナンバーによる修正時 FHlを もつてその艇の順位を確定

し、競技規則の付則A4.1の 低得′点方式により得′点を決定する。

17.安 全規定

17.1 出艇申告は、陸上本部に用意 された申告書により行い、出艇前に完了 しなければなら

ない。

但 し、陸 上申告が不可能なものにあつては、湖上の本部船で行 うことができるものと

する。湖上における出艇申告は、第 1レースの準備信号時間をもつて終了する。

17.2 帰着中告は、陸上本部に用意 された申告書により、帰着後直ちに申告 しなければなら

ない。帰着申告書はレース終了後 60分間用意 される。

また湖上の本部船にて出艇申告 したものは、 レース終了後 60分以内に陸上本部に帰

着の電話連絡をす るものとする。

但 し、帰着申告についてはレース委員長の裁量によりこの時間を延長することがある。

17.3 リタイヤ しようとする艇は、速やかに レースエ リアを離れ、 リタイヤの意思を近くの

運営艇に伝えなければならない。 また、第 1レースに出艇 した後に第 2レースに出艇

しない艇 もリタイヤの意思を伝えなければならない。

17.4 レース艇の乗員は離岸 してか ら着岸するまで、ライフジャケットまたはその他の適切

な個人用浮揚用具を着用 しなければならない。 ウェッ トスーツ及び ドライスーツは適

切な個人用浮揚用具ではない。これは競技規則 40お よび第 4章前文を変更 している。

18.賞
18.1 第 1位か ら第 3位までに賞を授与す る。

18.2 特別賞が授与 される場合 もある。

19.責任の否認

競技者は、完全に自己の リスクで本大会に参加 している。規貝14「 レースすることの決定」参照。

主催団体及びこれに関わる全ての団体、役員その他全ての関係者は大会前、大会中、大会後に生

じた物理的損害または個人の負傷 もしくは死亡に対する責任を否認する。

20.セ ールナンバー

参カロ艇は各々識別可能な個別固有のセールナンバーを有すること。

21.ゴ ミの処分

ごみは各艇が責任を持つて処理 しなければならない。


